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田川市告示第８３号 

   条件付一般競争入札の実施について 

  令和８年４月２７日 

田川市長  村 上 卓 哉   

 

田川市が発注する建設工事について、下記のとおり条件付一般競争入札を行うため、地

方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６第

１項及び田川市契約事務規則（昭和３９年規則第４号。以下「規則」という。）第５条の

規定により公告する。 

記 

１ 入札に付する事項【電子入札案件】 

⑴ 工 事 名  大橋・糒橋線舗装補修工事 

⑵ 工 種  舗装工事 

⑶ 工 事 場 所  田川市大字伊田  

⑷ 工 事 概 要  工事長L＝162m 

舗装工A=810㎡ 

区画線工L=202.5m 

⑸ 工期（予定）  令和８年５月２９日から令和８年８月３１日まで 

⑹ 予 定 価 格  ￥４，６６４，０００円（消費税及び地方消費税を除く。） 

⑺ 最低制限価格  ￥４，２１２，０００円（消費税及び地方消費税を除く。） 

 

２ 入札方式 

  条件付一般競争入札 

 

３ 入札に参加する者に必要な資格 

 ⑴ 田川市内に主たる営業所を有していること。 

⑵ 規則第４条第１項に規定する令和８年度競争入札参加有資格者名簿（市内・建設工

事）に「舗装工事」で登載されていること。ただし、新規登録業者を除く。 

 ⑶ 施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者及び同条第２項の規定に基づく

本市の入札参加制限を受けていない者であること。 
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 ⑷ 田川市指名停止の措置要領に基づく指名停止期間中でないこと。 

 ⑸ 過去５か年度（令和３年４月１日から本件申請書受付期限までの間に完成検査に合

格したものに限る。）に、「舗装工事」を施工した実績（請負金額：３００万円以上）

を有していること。 

⑹ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条に規定する「舗装工事」に係る技

術者を適正に配置できること。配置する技術者は、直接かつ恒常的な雇用関係にあり、

条件付一般競争入札参加資格確認申請書を提出する時点で３か月以上継続した雇用

関係にあること。 

⑺ 条件付一般競争入札参加資格確認申請日時点で、有効な経営事項審査結果通知書を

有していること。（経営事項審査結果通知書の有効期限は、審査基準日から１年７か月

間） 

  

４ 手持ち工事による入札参加制限  

本件入札参加確認申請書の受付締切日の前日までに、田川市が発注した工事（施行令

第１６７条の２第１項第１号から第７号までの随意契約を除くものとし、当該工事に係

る落札の日から完成検査に合格した日までの期間に係るものに限る。）で次のいずれか

の工事を施工中の者又は条件付一般競争入札参加資格確認申請書の受付締切日から当

該入札の前までに次のいずれかの工事を落札した者は、入札に参加することができない。

ただし、受注者の責めに帰することができない理由により工期を延長した等の理由によ

る場合は除く。 

⑴ 舗装工事 

⑵ 舗装工事以外の工種で、本工事に配置予定の技術者と同一の技術者を配置し、又は

配置することが見込まれる工事 

 ※ 同日に行われる「舗装工事」案件で１案件を落札した業者は、ほかの「舗装工事」

案件の入札に参加することはできない。 

 

５ 入札に必要な書類を示す方法 

  入札説明書及び設計図書等の閲覧方法は次のとおりとする。 

⑴ 閲覧方法 

 ア 入札情報公開システム 
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  「市ホームページ＞行政情報＞入札・契約＞電子入札システムポータル＞入札情

報公開システム」 

  イ 市ホームページ 

    「市ホームページ＞行政情報＞入札・契約＞入札公告」 

  ウ 窓口閲覧 

    田川市総務部財政課契約検査室（市役所４階） 

 ⑵ 閲覧内容 

   設計図書及び図面（パスワード設定有り） 

⑶ パスワードの取得方法 

   パスワードの取得方法は次のとおりとする。 

  ア 本工事の設計図書等に関するパスワード取得希望の旨を明記し、連絡先（会社名、

部署名、担当者名、メールアドレス、電話番号等）を記載の上、次のメールアドレ

スに送信すること。当該メールを受信後、本市からパスワードを記載したメールを

返信する。 

  イ 田川市総務部財政課契約検査室 

    メールアドレス keiyaku@lg.city.tagawa.fukuoka.jp 

 ⑷ 期 間 

   令和８年４月２７日（月）から令和８年５月２０日（水）まで 

   ※ 土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

 

６ 入札参加資格確認申請書の提出等 

  入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類を指定した期日までに提出し、入札参

加資格の確認を受けなければならない。電子入札による対応が難しい場合は、次の【紙

入札の方】に記載する方法により行うものとする。 

⑴ 提出書類 

  【電子入札の方】 

   本市ホームページの田川市電子入札システムポータルの電子入札システムによ

り、次の書類を提出するものとする。 

ア 「条件付一般競争入札参加資格確認申請書 審査書類（電子入札用）」 

イ その他必要書類（配置予定技術者等の資格・免許の写し、雇用関係が確認で
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きる書類の写し、施工実績等の写しなど） 

   ※ 申請書の様式は、田川市電子入札システムポータルの入札情報公開入札システ

ムからダウンロードすること。 

※ 雇用関係が確認できる書類の例 

     「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」「住民税特別徴収税額

の決定通知書」「雇用保険被保険者取得等確認通知書」「監理技術者資格者証」の

写し等（ただし、事業所の記載が入っているものに限る。） 

  【紙入札の方】 

   財政課窓口（市役所４階）に、直接、持参の上、次の書類を提出するものとする。 

   ア 「様式第１号 紙入札方式参加届出」 

   イ 「様式第１号  条件付一般競争入札参加資格確認申請書」 

ウ その他必要書類（配置予定技術者等の資格・免許の写し、雇用関係が確認で

きる書類の写し、施工実績等の写しなど） 

   ※ 詳しくは、田川市電子入札システムポータルに掲載する「電子入札案件におけ

る紙入札の取扱いについて」を参照すること。 

※ 雇用関係が確認できる書類の例 

     「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」「住民税特別徴収税額

の決定通知書」「雇用保険被保険者取得等確認通知書」「監理技術者資格者証」の

写し等（ただし、事業所の記載が入っているものに限る。） 

⑵ 期 間 

   令和８年４月２７日（月）から令和８年５月１日（金）まで 

   窓口対応は、午前８時３０分から午後５時まで 

 ⑶ 入札参加希望者から提出された申請書等の確認を行い、入札参加者を決定するもの

とする。 

 ⑷ 入札参加者を決定したときは、条件付一般競争入札参加資格確認通知書により入札

参加希望者に通知する。なお、入札参加資格を有しないと認める者に対しては、入札

参加資格を有しないと認める理由に係る説明書を付するものとする。 

 ⑸ 入札参加資格を有しないと認められた者が、その理由の説明を求めることができる

期間は、入札参加資格確認通知日の翌日から起算して２日以内（土曜日、日曜日及び

祝日を除く。）とする。説明を求める場合は、書面に説明を求める事項等を具体的に記
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載し、申立者の住所、会社名及び代表者名を記名押印し、持参するものとする。なお、

郵送又はファクシミリによる請求は受け付けない。 

 

７ 現場説明会について 

  本工事の現場説明会は、実施しない。 

 

８ 入札書等の提出  

      入札書等は、次に記載する方法により、指定した期日までに提出しなければならない。 

電子入札による対応が難しい場合は、【紙入札の方】に記載する方法により行うものと

する。 

 ⑴ 提出方法 

   【電子入札の方】 

    田川市電子入札システムポータルの電子入札システムにより、入札金額に対応し

た「積算総括表」、「積算内訳書」及び「工事費内訳書」を添付の上、提出するもの

とする。 

   【紙入札の方】 

    紙入札書（くじ入力番号（任意の３桁の数字）を記載したもの）、入札金額に対応

した「積算総括表」、「積算内訳書」及び「工事費内訳書」を入れた封筒（角２号）

に、必要事項を記入し必ず封印の上、田川市総務部財政課契約検査室（市役所４階）

まで持参し提出すること。 

   ※ 詳しくは、田川市電子入札システムポータルに掲載する「電子入札案件におけ

る紙入札の取扱いについて」を参照すること。 

⑵ 入札書受付期間 

   入札参加資格確認通知日から令和８年５月２０日（水）午前９時まで 

  ※ 土曜日及び日曜日を除く。 

 

９ 開札日時等  

⑴ 開札は、次のとおり行う予定である。 

   日 時 

令和８年５月２０日（水）午前９時５０分（予定） 
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（正式には、入札参加資格確認通知の際に記載する。） 

⑵ 本件は電子入札案件のため、開札の立会いは行わない。 

 

10 入札保証金及び契約保証金  

⑴ 入札保証金 

規則第６条第１項第３号の規定により入札保証金の納付を免除する。ただし、落札

者となった場合において、当該落札者が正当な理由なく期限までに契約を締結しない

とき、又は規則第１１条第２項の規定により契約を締結しないときは、落札金額（消

費税及び地方消費税の額を除く。）の１００分の５に相当する違約金を納付しなけれ

ばならない。 

⑵ 契約保証金 

落札者は、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金又はこれに代わる担保を契

約の締結前に納付しなければならない。ただし、履行保証保険等による免除規定があ

る。 

 

11 入札の無効 

  この告示に示した入札参加資格のない者の入札、申請書又は書類に虚偽の記載をした

者の入札及び規則第１１条第１項及び田川市電子入札試行実施要領第１３条の規定に

該当する入札は無効とする。 

 

12 落札者の決定方法  

  予定価格の範囲内で最低制限価格以上の入札者のうち、最低の価格をもって入札した

者を落札者とする。なお、落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、

電子くじにより落札者を決定するものとする。 

 

13 支払条件 

⑴ 前金払 

   有 

 ⑵ 中間前金払又は部分払 

   有（いずれかを選択） 
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14 その他 

  本入札の取扱いについては、この告示に定めるもののほか、規則、田川市条件付一般

競争入札実施要綱、田川市電子入札試行実施要領、田川市建設工事入札心得その他関係

法令に定めるところによるものとする。 

 

15 問合せ先 

  本工事についての問合せ先は、次のとおりとする。なお、質問事項等は、原則、電子

メールを用いて行うこと。 

  質問等受付期間 

令和８年４月２７日（月）から令和８年５月１８日（月）午後５時まで 

※ 土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

 ⑴ 入札及び契約の関係 

   田川市総務部財政課契約検査室 

   メールアドレス  keiyaku@lg.city.tagawa.fukuoka.jp 

   代 表 電 話 ０９４７－４４－２０００（内線４１３） 

   直 通 電 話 ０９４７－８５－７１１５ 

   F A X 番 号 ０９４７－４４－２１６６ 

 ⑵ 工事の関係 

   田川市建設経済部土木課土木管理係 

   メールアドレス doboku@lg.city.tagawa.fukuoka.jp 

   代 表 電 話 ０９４７－４４－２０００（内線２２１） 

      直 通 電 話 ０９４７－８５－７１５５ 

   F A X 番 号 ０９４７－４４－３１２３ 

 


